
役場ニュース

肺がん

脳卒中

臭気・鼻への刺激

虚血性心疾患

乳幼児突然死症候群（SIDS）

　2018年７月、健康増進法の一部を改
正する法律が成立しました。望まない受
動喫煙を防止するための取り組みがルー
ル化されます。この改正で施設の類型・
場所ごとの対策は下記のとおりです。
　施行は、2020年の全面施行へ向けて
段階的に進められる予定です。

　御船町議会では、御船町議会基本条例に基づき、右記の
日程にて議会報告会を開催します。
　皆さまからご意見をいただき、議会活動に反映するため
の場です。主な内容は、これまでの議会活動の報告や皆さ
まとの意見交換です。
　事前の質問も受け付けます。お気軽に議会事務局までお
問い合わせください。ご近所お誘い合わせの上、お気軽に
ご参加ください。

■日時　７月27日土　19時～ 21時

妊娠・出産

大人 その他
鼻腔・副鼻腔がん、乳がん、慢性呼吸
器症状、低出生体重児・胎児発育遅延、
う蝕（むし歯）

これを機会に禁煙を考えてみませんか？

子ども

　タバコの先端から立ちのぼる煙（副流煙）や、喫煙者が
吐き出した煙（呼出煙）を、自分の意思とは関係なく吸い
込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。タバコの煙
には、発がん性のある化学物質が約70種類含まれていま
す。受動喫煙にさらされると、下記のような病気のリスク
が高くなり、喫煙者本人だけでなく、まわりの人に悪影響
を及ぼすことがわかっています。

ニコチン

副流煙

アンモニア

一酸化炭素

発がん性物質

副流煙には、有害物質が
喫煙者が直接吸い込む煙の数倍も含まれています

受動喫煙が与える健康への影響

第一種施設
学校・病院・児童福祉施設・行政機関（御船町役場庁舎）等

第二種施設
事務所・工場・ホテル・旅館・飲食店・旅客運送用事業船舶・鉄道・国会・裁判所等

（令和元年７月１日一部施行）※原則敷地内禁煙

➡
➡

（令和２年４月１日全面施行）※原則屋内禁煙

※�屋外で受動喫煙を防止するため
に必要な措置がとられた場所に、
喫煙所を設置することができる。

※�喫煙を認める場合は、喫煙専用
室などの設置が必要（経営判断）。

詳しい情報はこちらへ
https://jyudokitsuen.mhlw.co.jp

なくそう！望まない受動喫煙

喘息等呼吸器疾患等

　４月から行政情報や防災情報などをお知らせする御
船町登録制メールサービスの利用が始まりました。御
船町登録制メールサービスを登録する場合は、受信登
録サイトアドレスまたは、QRコードを読み込んでく
ださい。

御船町登録制メールサービスに登録したいときは？

◆受信登録サイトアドレス　 ◆QRコード
　　　　　　➡　　　　　　　　　　　➡
http://bousai-mifune.jp/mail/mobile/index.php

防災行政無線の放送内容を
もう一度確認したいときは？

　役場から放送された防災無線
放送を聞き逃しても、電話にて
確認が可能です。自動音声が流
れます。

☎２８１－１７２１

■現況届
　手当の受給資格者を対象として毎年８月中に、前年
の所得及び受給資格について確認するものです。この
手続をしないと、その年の８月以降の手当を受けるこ
とができません。該当者には、８月上旬に通知します。
　所得制限により、手当が支給されなかった人も届け
が必要です。　
❶日　程　８月13日火～27日火※土日を除く
　　　　　９時～17時15分
　　　　　（毎週火曜日のみ、19時30分まで）
❷場　所　御船町役場１階こども未来課

■その他の手続
　以下の場合は、手続が必要ですので、すみやかに届
け出てください。

①転⼊・転出したとき
②�支給対象となる児童数が増えたとき・減ったと
き
③�受給者が所得の高い扶養義務者に扶養されるよ
うになったとき・扶養されなくなったとき
④�新たに公的年金等を受給できるようになったと
き、公的年金等の額に変更のあったとき、公的
年金等を受給できなくなったとき
⑤受給者が死亡したとき
⑥受給者または児童の氏名や住所を変更したとき
⑦手当の振込先を変更したとき
⑧証書を紛失・破損したとき
⑨�手当を受けている母または父が婚姻したとき
（事実婚を含む）
⑩対象児童を養育、監護しなくなったときなど　

　会　　　場 出席議員

　御船町役場
第２分庁舎大会議室

中城峯 ・井藤はづき・
福本悟・田上英司・田上忍・
清水圣

上野保育園
池田浩二・宮川一幸・増田安至・
森田優二・岩永宏介・福永啓・
井本昭光
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【７月１日一部施行】多数の方が利用する施設の受動喫煙対策が強化されます
問　健康づくり支援課　健康推進係　☎２８２－１６０２

防災行政情報の配信登録を！

児童扶養手当について

議会報告会開催のお知らせ

問　総務課　地域・防災係　☎２８２－１１１１

問　こども未来課　子育て支援係　☎２８２－１３４６

問　議会事務局　☎２８２－１３８６
fax２８２－１４７６


